
JP 6654565 B2 2020.2.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性繊維と合成繊維の複合糸が用いられ、ＪＩＳ-Ｌ-１０９６グラブ法に準じて１．５
ｋｇ負荷で測定したタテ方向及びヨコ方向の伸長率がともに１６０％以上２５０％未満で
あり、かつ目付が９０ｇ／ｍ２以上１６０ｇ／ｍ２未満である丸編地を乳房を覆う形の前
身頃と後身頃とに用いた衣料であって、
　前記衣料が前記前身頃と後身頃を肩と脇で縫い合わせた前開きブラジャー型インナーウ
エアであり、
　前記前開きブラジャー型インナーウエアの乳房位置下のアンダーベルトが前記前身頃と
後身頃と同じ素材からなり、アンダーベルトの幅が５ｃｍ以上１０ｃｍ以下であることを
特徴とする衣料。
【請求項２】
　前記合成繊維が吸湿性をもつポリアミド系繊維からなることを特徴とする請求項１に記
載の衣料。
【請求項３】
　前記前開きブラジャー型インナーウエアの乳房位置の外側にはパッドを出し入れするこ
とができるポケットが縫着されていることを特徴とする請求項１または２に記載の衣料。
【請求項４】
　前記衣料が前開きカーデガン型上着と前開きブラジャー型インナーウエアとの組合せで
あることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の衣料。
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【請求項５】
　前記前開きカーデガン型上着と前記前開きブラジャー型インナーウエアが、肩線で縫着
、あるいは取り外しできる機構をもつことを特徴とする請求項４に記載の衣料。
【請求項６】
　前記編地が撥水加工されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の衣料
。
【請求項７】
　前記編地の繊維表面にフッ素系化合物を有することを特徴とする請求項６に記載の衣料
。
【請求項８】
　前記フッ素系化合物が、親水性成分を有するフッ素系撥水撥油樹脂であることを特徴と
する請求項７に記載の衣料。
【請求項９】
　前記編地の撥水度が２級以下で、かつ撥油度が４級以上であることを特徴とする請求項
８に記載の衣料。
【請求項１０】
　前記編地が抗菌性能を有することを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の衣料。
【請求項１１】
　前記編地が消臭性能を有することを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の衣料
。
【請求項１２】
　胸部に皮膚炎を有する患者が使用する衣料であることを特徴とする請求項１～１１のい
ずれかに記載の衣料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌触りが良く、かつ着用快適性に優れた衣料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　疾患治療における代表的方法は、外科手術、薬物治療、放射線治療を挙げることができ
る。これらの方法は治療にはきわめて有効な手法となるが、治療の過程で生じる合併症や
副作用などにも十分な配慮が求められる。こうした疾患治療における医療技術は進歩を続
けているものの、患者がいかに快適に治療を受ける環境が整備されているかという点につ
いては、医療現場の生の情報を得る機会が少ないことから、産業的に解決できる課題とし
て浮かび上がってこないという問題がある。
【０００３】
　そのひとつとして、治療を受ける患者の着衣を挙げることができる。医療技術の進歩の
割には、治療中あるいは治療後の患者に快適性を与える衣料に関しては、ほとんど進歩が
見られていない。すなわち、治療を必要とする患者が、治療時に着用する衣料としては、
一般的に販売されている寝衣や肌着、ブラジャーなどのインナーウエアを、そのまま流用
していることが多い。インナーウエアは直接的又は間接的に皮膚に接触するものであるが
、一般用衣類は特に医療上の衛生や利便性を意識して製品化されたものではないことから
、ときに医療上は不利となる構造や仕様となってしまうことがある。たとえば、縫製箇所
は布地を糸で縫うことから線状の突起が生じることが避けられず、この部分が、皮膚炎症
部位に当たるだけで、皮膚の擦過や表皮の刺激などを生じ、炎症を増悪させる原因ともな
ってしまうことがある。また、疾患や治療の処置によって皮膚に炎症が起きた部位や脆弱
となった部位に対しては、新たにガーゼやリント布を当てるなどして患部を保護する場合
が多いが、そうした薬剤を塗布した医療材を適切に保持できる一般衣料はほとんどなく、
患者は非常な不便を余儀なくされる。
【０００４】
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　こうした、疾患治療中の衣料の不備によって、術後の創部の炎症やかぶれ、感染のリス
ク、さらには患者自身の不快さによって、治療の質（quality of care）や患者の生活の
質（quality of life）も低下し、結果、治療効果が低下する場合もある。
【０００５】
　例えば、乳がんの場合、罹患率は年々増加傾向にあり、治療法としては、外科手術、化
学療法、放射線療法が有効な治療であり、乳がんの再発抑制には外科手術後（乳房切除な
どの手術後）の放射線照射は大きな効果がある。しかし照射部位の放射線皮膚炎は避けら
れない副作用で、比較的広範囲に生じるため、対策として皮膚炎の対症療法も併せて行わ
れる。その対症療法は放射線治療中から放射線治療後２週間程度まで皮膚外用薬の塗布を
中心に行われる。具体的には、治療部位表皮に軟膏等を塗布してガーゼやリント布などの
医療材で覆って絆創膏でとめたり、上から弾性包帯を巻きつけたり、あるいは妊産婦用ブ
ラジャーを着用したりする場合があるが、これらの方法では、皮膚のただれやかゆみなど
を来すこともある。また、薬剤や炎症部位からの皮膚浸出液の漏出や染み出しで上着を汚
してしまうこともある。このように、軟膏を保持して皮膚を保護するのに適したインナー
ウエアがないことから、実地医療上の大きな障害になっている。
【０００６】
　現存する一般的医療材の組み合わせだけでは解決できていないことから、妊産婦用ブラ
ジャーとしては、非伸縮性のカップ裏地と伸縮性のある表地とからなる「妊産婦用ブラジ
ャー」（特許文献１参照）、強弾性素材からなるベルトを設けた前開きの「マタニティブ
ラジャー」（特許文献２参照）、装着した状態で左右乳房が露出可能な「授乳用ブラジャ
ー」（特許文献３参照）、弾力のない胸部支持パネルを持つ「Ｂｒａｓｓｉｅｒｅ」（特
許文献４参照）等が提案されている。しかしながら特許文献１、２に記載のブラジャーで
は、カップ部の裏打ち布やストラップ部裏打ち布などが非伸縮性または伸縮性の小さい布
で構成されているため、乳房周辺を締め付けて肌への刺激が大きく着用快適性を阻害して
いる。また、特許文献３に記載のブラジャーは、装着した状態で左右カップ部が乳房を露
出可能に構成されて左右カップの内側に母乳パッドを挿入できる保持部を有しているため
、乳房周辺に縫い目が重なってパッドと保持部との段差が皮膚刺激になる構造となってい
る。また、特許文献４に記載のブラジャーは、伸縮性材料でできている前開きブラジャー
であるが、弾力のない胸部支持パネルを持つため、その部分の伸びがなく皮膚刺激になる
可能性があった。
【０００７】
　以上のとおり、一般的医療材と女性の胸部疾患治療時に着用するブラジャー等の衣料に
関しては、患部の保護と疾患治療の処置に適切で、かつ患者にも快適性を与える衣料は存
在しているとは言い難いのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】実用新案登録第２５３３２９０号公報
【特許文献２】特許第３０６４９３６号公報
【特許文献３】特許第４５０７５７４号公報
【特許文献４】米国特許第６５７２４３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、かかる従来技術の欠点を改良し、肌触りが良く、かつ着用快適性に優
れた衣料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の衣料は次の構成を有する。
　すなわち、本発明に係る衣料は、弾性繊維と合成繊維の複合糸を用い、ＪＩＳ-Ｌ-１０
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９６グラブ法に準じて測定したタテ方向およびヨコ方向の伸長率が１６０％以上２５０％
未満であり、かつ目付が９０ｇ／ｍ２以上１６０ｇ／ｍ２未満である編地を用いた衣料で
ある。
【００１１】
　本発明の衣料では、上記合成繊維が吸湿性をもつポリアミド系繊維からなることが好ま
しい。
【００１２】
　本発明の衣料は、前開きブラジャー型インナーウエアとして構成されていることが好ま
しい。
【００１３】
　本発明の衣料においては、上記前開きブラジャー型インナーウエアの乳房位置下のアン
ダ－ベルトが身頃生地と同じ素材からなり、アンダーベルトの幅が５ｃｍ以上１０ｃｍ以
下であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の衣料においては、上記前開きブラジャー型インナーウエアの乳房位置の外側に
パットを出し入れすることができるポケットが縫着されていることが好ましい。
【００１５】
　本発明の衣料は、前開きカーデガン型上着と前開きブラジャー型インナーウエアとの組
合せの構成を有することも好ましい。この場合、前開きカーデガン型上着と前開きブラジ
ャー型インナーウエアが、肩線で縫着、あるいは取り外しできる機構をもつことが好まし
い。
【００１６】
　本発明の衣料においては、上記編地が撥水加工されていることが好ましい。
【００１７】
　編地が撥水加工されている場合、該編地の表面にフッ素化合物層を有する構成を採用で
きる。この場合、該フッ素系化合物が、親水性成分を有するフッ素系撥水撥油樹脂である
ことが好ましい。その場合、該編地の撥水度が２級以下で、かつ撥油度が４級以上である
ことが好ましい。
【００１８】
　本発明の衣料は、抗菌性能および／または消臭性能を有することが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の衣料は、胸部に皮膚炎を有する患者が使用する衣料であることが好まし
い。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の衣料を着用することにより、治療によって皮膚が脆弱となった部位や炎症を生
じた部位、また術後の創部をやさしく覆い包むことができ、さらに、軟膏等の薬剤を塗っ
たガーゼやリント布を保持する機能を有し、患者にとって着用快適性を向上させる効果が
ある。加えて、本発明の衣料は、防汚加工をしてあると、皮膚患部に塗布した薬剤や炎症
で浸出した体液がインナーウエアの外部に染み出ることがなく、上衣を浸出液で汚す危険
性がなく、安心して上衣を着用することができる効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の衣料の前開きブラジャー型インナーウエアの一態様を示す図である。
【図２】本発明の衣料の前開きカーデガン型上着と前開きブラジャー型インナーウエアを
組み合わせた一態様を示す図である。
【図３】本発明の衣料の別の一態様を上面からみた図である。
【図４】本発明の衣料の図３に示した態様を底面からみた図である。
【図５】本発明の衣料の別の一態様を正面側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】



(5) JP 6654565 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

【００２２】
　以下に、本発明の衣料について、より具体的に説明する。
　本発明の衣料は、治療のための利便性と患者にとっての快適性保持のための必要要件を
満たす。すなわち、治療とケアのために高機能であること（非刺激性、防汚性、耐薬品性
、伸縮性、洗濯可能など）、患部保護の医療材の保持機能があること、などである。
【００２３】
　本発明の衣料に使用する素材としては、皮膚刺激性の低い素材を選び、弾性繊維と合成
繊維の複合糸を用いる。弾性繊維としては、スパンデックス糸や一方がポリトリメチレン
テレフタレート（以下ＰＴＴと略称することもある）を主体としたポリエステルである２
種類のポリエステル系重合体を繊維長さに沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせた複合
繊維のマルチフィラメント糸を使用することができる。合成繊維とは、ポリエステル系繊
維、ポリアミド系繊維、アクリル系繊維などをいう。例えば、ポリウレタン繊維とナイロ
ン繊維を仮撚加工したり、両者を引きそろえたり、編み組織の表裏に使い分けた形態を採
用できる。
【００２４】
　サイドバイサイド型の複合繊維は、固有粘度や共重合成分、共重合率等が異なる重合体
を貼り合わせ、それらの弾性回復特性や収縮特性の差によって、捲縮を発現するものであ
る。固有粘度差を有するサイドバイサイド型複合の場合、紡糸、延伸時に高固有粘度側に
応力が集中するため、２成分間で内部歪みが異なる。そのため、延伸後の弾性回復率差お
よび織物の熱処理工程での熱収縮率差により高粘度側が大きく収縮し、単繊維内で歪みが
生じて３次元コイル捲縮の形態をとる。この３次元コイルの径および単位繊維長当たりの
コイル数は、高収縮成分と低収縮成分との収縮差（弾性回復率差を含む）によって決まる
と言ってもよく、収縮差が大きいほどコイル径が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が
多くなる。ストレッチ素材として要求されるコイル捲縮は、コイル径が小さく、単位繊維
長当たりのコイル数が多い（伸長特性に優れ、見栄えが良い）、コイルの耐へたり性が良
い（伸縮回数の応じたコイルのへたり量が小さく、ストレッチ保持性に優れる）、さらに
はコイルの伸長回復時におけるヒステリシスロスが小さい（弾発性に優れ、フィット感が
良い）等である。
【００２５】
　本発明の衣料においては、上記のような弾性繊維と合成繊維の複合糸を使用した編地の
タテ方向およびヨコ方向の伸長率が１．５ｋｇ荷重下で１６０％以上２５０％未満であり
、これによって、低刺激でありながら身体へのフィット性を向上できる。
【００２６】
　かかる伸長率とは、編地の伸びの程度を表すものであり、測定方法の詳細は後述するが
、ＪＩＳ-Ｌ-１０９６「一般織物および編物の生地試験方法」（２０１４年度版）の伸び
率Ｂ法（グラブ法）に従って測定した値である。伸長率が１６０％未満の場合、肌への締
め付けがあり、肌へ刺激を与えるため着用感に劣る。また、２５０％以上の場合は逆に伸
びすぎて、肌に密着しにくいため軟膏などの薬剤を塗ったガーゼやリント布と衣料との隙
間ができて身体の動きに合わせて衣料が動きガーゼやリント布がずれたり、肌への刺激が
強くなったりして着用感に劣る。
【００２７】
　さらに本発明の衣料においては、編地の目付が９０ｇ／ｍ２以上１６０ｇ／ｍ２未満で
ある。目付が９０ｇ／ｍ２未満であると軽すぎて肌への密着が不足する。また、１６０ｇ
／ｍ２以上の場合、製品重量が大きくなるので重みとして肩に負担がかかり好ましくない
。同様の理由であるがより好ましい範囲としては、目付が１００ｇ／ｍ２以上１５０ｇ／
ｍ２未満である。
【００２８】
　また、本発明の衣料において、編地は上記合成繊維が吸湿性をもつポリアミド繊維から
なることが繊維の柔軟性や衣服内のムレ軽減のために好ましい。
【００２９】
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　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１は、本発明の衣料のブラジャー型インナーウエアの一態様を前身頃から見た図であ
る。図２は、本発明の衣料の前開きカーデガン型上着とブラジャー型インナーウエアを組
み合わせた一態様を前身頃から見た図である。図３は、本発明の衣料の別の一態様を上面
からみた図、図４は図３の態様を底面から見た図である。図５は、本発明の衣料の別の一
態様を正面から見た斜視図である。
【００３０】
　本発明でいう衣料とは、肌着、寝衣、ブラジャー、ショーツ、靴下、手袋、腹巻きなど
、肌に直接接触する衣類をいう。
【００３１】
　例えば、乳がん患者用の衣料としては、図１に示すように、前開きブラジャー型インナ
ーウエア８は前身頃１、後身頃２からなり、前開き型とする。前開き部位には、左右を係
止するための部材を配置することが必要で、係止具６としては面ファスナー、コイルオー
プンファスナー、スナップ、ドットボタン、紐、ボタン、ドットボタン付きテープなどを
使用することができる。中でもドットボタン付きテープは縫製工程も少なく、肌面に係止
具が直接接触することがないため、より好ましい。ドットボタン付きテープとは、織編物
でできたテープにドットボタンを打ち込んであるもので、縫製時にはテープを縫い付ける
だけでよい。さらに肌への刺激を避けるため、前身頃下端のテープは生地端から少し短め
にしたり、身頃下端もななめにカットしたりしてもよい。前身頃本体外側にはパッド挿入
用ポケット３が、本体下辺にはアンダーベルト４を縫着して構成される。
【００３２】
　上記ブラジャー型インナーウエア８の乳房下のアンダーベルト４が身頃生地と同じ素材
からなり、アンダーベルト４の幅が５ｃｍ以上１０ｃｍ以下であることが肌触り、易着脱
性、身体への密着性、乳房支持の点で好ましい。より好ましくは６ｃｍ以上１０ｃｍ以下
である。
【００３３】
　アンダーベルト４を身頃生地と同じにすることにより、身頃生地の風合いやフィット性
、さらには薬剤のしみ出しなどの機能性が同等にあるため、ウエア全体の性能を保つこと
ができる。
【００３４】
　さらに、アンダーベルト４の幅が６ｃｍ未満であると肌へ食い込み肌を刺激して赤くな
り痒くなることがあり、なるべく広い方が好ましい。ただし、１０ｃｍを超えると広すぎ
て圧迫感や暑さを感じるため好ましくない。
【００３５】
　さらにアンダーベルト４にはストレッチのあるテープを縫着あるいは接着することで、
より身体に密着することが可能である。縫着あるいは接着面は肌面でも外側でもどちらで
もよい。
【００３６】
　上記ブラジャー型インナーウエア８の乳房位置の外側にはパッドを出し入れできるポケ
ット３を縫着していることが好ましい。特に乳がん治療時の片側乳房切除後には、左右の
重量バランスが悪くなるため、多様なサイズの乳房への対応が可能なようにパッド挿入ポ
ケット３の大きさはなるべく大きいことが好ましい。パッド挿入用ポケットを内側に設け
た商品も市販されているが、ガーゼやリント布を患部にあてて治療している時には、内側
ポケットにパッドを挿入したりパッド位置を変更したりすることは困難で好ましくない。
外側にポケットをつけることにより、インナーウエアを着用した後でも必要な場所にパッ
ドを移動させることができて好ましい。ポケットの挿入口は上辺、脇腺にそって直線など
、どの部分に設置してもよいが、袖ぐりとほぼ平行な曲線で脇寄りの斜めに設置すること
がパッドを出し入れしやすく好ましい。
【００３７】
　パッドの素材については限定しないが、生体に対して安全性の高い素材で構成され、な
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るべく残存する乳房の重みとほぼ同じ物が左右のバランスを考慮する上で好ましい。
【００３８】
　上記のようなブラジャー型インナーウエア８は疾患治療に限らずとも、例えば授乳時に
使用することも好ましい。特に授乳中の乳房のサイズは同一個人においても変化すること
があるが、該ブラジャー型インナーウエアを着用することで対応可能である。
【００３９】
　図２に示す態様においては、上記のようなブラジャー型インナーウエア８と前開きカー
デガン型上着５とが組み合わせられており、この前開きカーデガン型上着５は前身頃、後
身頃、左右袖からなり、前身頃の左右端には係止具６を縫着して開閉可能としている。係
止具６としては面ファスナー、コイルオープンファスナー、スナップ、ドットボタン、紐
、ボタン、ドットボタン付きテープなどを使用することができるが、ブラジャー型インナ
－ウエアと同様ドットボタン付きテープを縫着することがより好ましい。
【００４０】
　前開きカーデガン型上着５とブラジャー型インナーウエア８とは肩線７で縫着して一体
化することもできるし、カーデガンの肩腺に開閉可能なベルトループを縫い付けておき、
ブラジャーの肩をベルトループに通して着用時のみ一体化することも可能である。特にベ
ルトループを付ける方法は、ブラジャーのみ交換、洗濯したいときに対応可能であるため
より好ましい。
【００４１】
　上記衣料に使用する編地は肌触りが大変良いため、皮膚に炎症がある場合も好ましい。
【００４２】
　上述した乳がん患者用ウエア以外に、例えば、図３、４に示すようなフットカバー形状
（符号９：フットカバー、符号１０：フットカバー底面、符号１１：クッション材）をし
た靴下や、図５に示すような筒状の腹巻き（符号１２：腹巻き、符号１３：腹巻きの縫い
目）や手袋などについても上述の伸縮機能を有する繊維構造体とすることで、皮膚刺激を
極力抑えることができ、長時間着用にも耐えられる。
【００４３】
　肌触り以外に皮膚炎の治療として主に２つの機能が求められる。皮膚炎部位に軟膏や外
用剤を塗布してガーゼやリント布などの医療材で皮膚を覆う際に、伸縮機能が高いため当
該医療材を適切に保持することが可能となる。もうひとつの機能として、塗布した薬剤の
漏出や皮膚炎症部位からの体液の浸出を防ぐ機能が求められ、以下に述べる加工を施すこ
とで、満足できる性能を発揮することができる。
【００４４】
　本発明における編地には繊維の表面にフッ素化合物が固着していることが好ましく、さ
らに好ましくは該フッ素化合物が親水性成分を有することが好ましい。本発明では、洗濯
耐久性を向上させるために該フッ素化合物にトリアジン環含有樹脂を併用することが、特
に好ましい態様である。トリアジン環含有樹脂としては、メラミン樹脂、グアナミン樹脂
およびビスマレイミドトリアジン樹脂などが挙げられ、メラミン樹脂が特に好ましい。
【００４５】
　本発明のメラミン樹脂としては、トリメチロールメラミンからヘキサメチロールメラミ
ンまでの各種メラミンから選ぶことができる。メラミン樹脂は多量に使用すると架橋効果
は向上するものの、風合いは硬化する傾向にある。十分な架橋効果を得る一方、柔軟な風
合いを維持する観点から、繊維構造物全重量に対し、固形分で０．０１～１ｗｔ％、さら
には０．０２～０．５ｗｔ％付与するのが好ましい。
【００４６】
　メラミンの硬化触媒としては、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニ
ウム、リン酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、リン酸亜鉛、硫酸亜
鉛、硝酸亜鉛などの無機酸塩やギ酸アンモニウム、酢酸アンモニウム、アクリル酸アンモ
ニウム、こはく酸アンモニウム、ギ酸アルミニウム、酢酸アルミニウム、アクリル酸アル
ミニウム、こはく酸アルミニウム、ギ酸亜鉛、酢酸亜鉛、アクリル酸亜鉛、こはく酸亜鉛
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などが好ましい。
【００４７】
　このようなフッ素系化合物が繊維表面に固着していることにより、術後創部からの浸出
液やその上に塗布する油性の薬などが、衣類の肌面につきにくく、さらに外側に染みだす
ことを軽減できる。防汚性を発現させるためには、酸素を含有した親水成分とフッ素を含
有した撥水撥油成分の割合を最適化することにより、汚れのつきにくさと落とし易さの性
能を両立させることが有効である。親水成分により繊維との洗浄液との親和性を向上させ
、撥水撥油成分により繊維内部への汚れの浸透を抑制することができる。
【００４８】
　本発明における編地を得るには、製編、精練、染色した編地をフッ素化合物を含む処理
液に浸漬した後、拡布の状態で一定圧力で絞り、好ましくは８０～１４０℃の温度で乾燥
し、その後好ましくは１６０～２００℃の温度で熱処理するパッド・ドライ・キュア法や
、蒸熱処理するパッド・スチーム法、または、フッ素化合物を含む処理液の中に編地を浸
漬した状態で、好ましくは３０～１３０℃まで温度を上げる浴中法などが用いられる。
【００４９】
　本発明における編地の撥水度は２級以下、かつ撥油度が４級以上であることが好ましく
、この条件を両方満たすことにより、肌面の汚れや塗り薬などが表面に染みださず、繊維
内部に浸み込まないため、衣料として非常に好ましい。
【００５０】
　上述の防汚効果は、単に繊維構造体に対する撥水撥油加工のみで達成されるものではな
く、体表の形態に対する適合性（フィット性）の効果が相まって初めて高い機能性を有す
る。すなわち、ブラジャー型インナーウエアを伸縮機能を有する繊維で作製してストレッ
チ効果とフィット効果をもたせて、乳房や胸部への適度な密着性を生み出したうえで、該
インナーウエアに防汚機能を付与することで、結果的に高い漏出防止効果と防汚性を発現
させることができる。本発明における編地には抗菌性、消臭性など機能性を有する仕上げ
剤を併用することも可能であるが、付与方法については特に限定されるものではない。
【実施例】
【００５１】
　以下、本発明を実施例および比較例を挙げてさらに具体的に説明するが、本発明はこれ
に限定されるものではない。なお、実施例および比較例において用いた衣料の品質評価は
次の方法で実施した。
【００５２】
（測定方法）
（１）伸長率
　表地および裏地の伸長率は、ＪＩＳ-Ｌ-１０９６（２０１０年版）「織物及び編物の生
地試験方法」の伸び率Ｂ法（グラブ法）に準じて測定した。
【００５３】
　すなわち、まず、幅１００ｍｍ×長さ１５０ｍｍの試験片を、ウエール方向とコース方
向にそれぞれ５枚ずつ採取した。測定には、自動記録装置付定速伸長形引張試験機を用い
、つかみ間隔を７６ｍｍとし、試験片のたるみや張力を除いて、初荷重３ｇをかけて試験
片をつかみに固定した。引張速度１００ｍｍ／ｍｉｎで１４．７Ｎ（１．５ｋｇ）まで伸
ばし、そのときのつかみ間隔を測り、次の式により伸長率ＬＡ（％）を求め、５枚の平均
で表した。
　伸長率ＬＡ（％）＝｛（Ｌ１－Ｌ）/Ｌ｝×１００
Ｌ　：つかみ間隔（ｍｍ）
Ｌ１：１４．７Ｎまで伸ばした時のつかみ間隔（ｍｍ）。
【００５４】
（２）目付
　標準状態における１ｍ２あたりの質量（ｇ／ｍ２）を測定する。
【００５５】
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（３）撥水度
　ＪＩＳ-Ｌ-１０９２「繊維製品の防水性試験方法」（２００９年）に規定される方法に
準じてスプレー法で評価し、級判定した。級判定についてはｎ＝１回の評価で実施した。
【００５６】
（４）撥油度
　ＡＡＴＣＣ　ＴＭ－１９６６に規定される方法に準じて測定し、撥油度について級判定
した。級判定についてはｎ＝３回の評価の平均とした。
【００５７】
（５）汚れ除去性
　ＪＩＳ-Ｌ-１９１９「繊維製品の防汚性試験方法」（２００６年）のＣ法に規定されて
いる滴下拭き取り法試験の人工汚染物質を生地裏面から高さ１０ｃｍからメスピペットで
０．１ｍｌ滴下する。１分間放置後、汚染が広がらないように、直径１０～１２ｃｍの定
型濾紙で軽く押さえて余分な汚染物質を吸い取り、直ちに汚染用グレースケールを用いて
判定する。同時に表面への染みだしの有無についても判定する。その後、ＪＩＳ-Ｌ-０２
１７　１０３法で洗濯して付いた汚れの落ちやすさを上記と同様に判定する。
【００５８】
（６）着用感および締め付け性
　当該患者用衣料をモニターに着用させ、肌触り、着用感および締め付け性、ガーゼやリ
ント布のずれ性、防汚性について官能評価を実施した。その評価基準を表１に示す。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
（実施例１）
　２２Ｔ弾性糸と５６Ｔ－４０Ｆナイロンを仮撚加工した糸を用いて２８ゲージで編成し
て丸編地を得た。該丸編地を精錬、染色した後、アサヒガードＡＧ－Ｅ１００とベッカミ
ンＭ－３及びベッカミンＡＣＸを混合した撥水処理液に浸漬しマングルで絞り１３０℃で
乾燥、１７０℃で加熱処理した。
【００６１】
　該編地の伸長率はタテ１６４％、ヨコ１８２％、目付は１１０ｇ／ｍ２であった。該丸
編地を使って乳房を覆う形の前身頃と後身頃を肩と脇で縫い合わせたブラジャー型のイン
ナーウエアで、前中心線で左右に分離して端部にプラスチックドットボタンを付けた２ｃ
ｍ幅の織テープを縫い付けた。該インナーウエアの乳房位置の外側には本体と同素材でパ
ッドを出し入れできるポケットを縫い付け、前身頃と後身頃の下辺には本体と同素材の８
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ｃｍ幅のアンダーベルトを縫着した。一方、カーデガンの前中心にも左右に切り離して端
部にドットボタン付き織テープを縫着した。また、カーデガンの肩線には先端が開閉でき
るテープを縫着して、ブラジャー型インナーウエアを脱着できるようにした。
【００６２】
　該ウエアを乳がん治療中の患者１名（片側乳房切除）に着用させ、表側からゲル製のパ
ッドを挿入して身体に密着させた。治療薬として塗り薬の上に貼ったリント布がずり落ち
ず、１日中着用しても締め付け感もなく、カーデガンに塗り薬がしみ出さず着用快適性に
優れるものであった。縫製品の物性評価結果を表２に、縫製品を着用した時の肌触り、着
用感、締め付け感、リント布のずれ性、防汚性などについて評価した結果を表３に示した
。
【００６３】
（実施例２）
　実施例１で得られた丸編地で図３、図４に示したような踵から足先までを覆うフットカ
バー９を縫製した。フットカバー９の底面１０には本体生地と同じ丸編地で低反発材を包
んだクッション材１１を踵と足先に縫い付けた。足首周辺にはずり落ちないようにゴムを
通して仕上げた。
【００６４】
　該フットカバーを皮膚疾患患者１名に着用させたところ、足指や足裏に塗った薬の上に
貼ったガーゼがずれず、１日中着用しても締め付け感もなく着用快適性に優れるものであ
った。縫製品の物性評価結果を表２に、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付け
感、ガーゼ布のずれ性、防汚性などについて評価した結果を表３に示した。
【００６５】
（実施例３）
　実施例１で得られた丸編地を幅６０ｃｍ×長さ５０ｃｍに裁断し、幅方向に二枚重ねて
オーバーロックで縫い合わせて図５に示したような腹巻き１２を得た。該腹巻きを消化器
疾患患者１名にオーバーロック縫い目１３が身体の外になるように着用させたところ、肌
触りが良く、腹部に塗った薬の上に貼ったリント布がずり落ちず、外にもしみ出さないた
め着用快適性に優れるものであった。また、患者によっては腹巻きを必要な長さに折り曲
げたりアレンジできることも好評価であった。縫製品の物性評価結果を表２に、縫製品を
着用した時の肌触り、着用感、締め付け感、リント布のずれ性、防汚性などについて評価
した結果を表３に示した。
【００６６】
（実施例４）
　実施例１で得られた丸編地で指先から手首上１０ｃｍまでを覆う５本指手袋を縫製した
。手首周辺には、ずり落ち防止のため平ゴムを通した。該手袋を皮膚疾患患者１名に着用
させたところ、手のひらに塗った薬の上に貼ったガーゼがずり落ちず、肌触りが良く１日
中着用しても違和感がなく着用快適性に優れるものであった。縫製品の物性評価結果を表
２に、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付け感、ガーゼ布のずれ性、防汚性な
どについて評価した結果を表３に示した。
【００６７】
（実施例５）
　５６Ｔのポリエステルと５６Ｔのポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）の混繊糸
を用いて２６ゲージで編成して丸編地を得た。該丸編地を精錬、染色した後、マングルで
絞り拡布して１３０℃で乾燥した。
【００６８】
　該編地の伸長率はタテ１６１％、ヨコ１７０％、目付は１４８ｇ／ｍ２であった。該丸
編地を使って乳房を覆う形の前身頃と後身頃を連続した形状のブラジャー型のインナーウ
エアとカーデガンを縫製した。どちらも前中心線で左右に分割して端部にプラスチックド
ットボタンを付けた。該インナーウエアの乳房位置の外側には本体と同素材でパッドを出
し入れできるポケットを、前身頃と後身頃の下辺には６ｃｍ幅のアンダーベルトを縫着し
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た。さらに、カーデガンの肩線に開閉可能なベルトループを縫い付け、ブラジャー型イン
ナーウエアの肩をベルトループに通して一体化させた。該ウエアを乳がん治療中の患者に
着用させたところ、身体に密着して患部に塗り薬の上に貼ったリント布がずり落ちず、１
日中着用しても締め付け感もなく着用快適性に優れるものであった。また、カーデガンが
あるため、そのまま院内を歩いても恥ずかしくなかった。縫製品の物性評価結果を表２に
、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付け感、リント布のずれ性、防汚性などに
ついて評価した結果を表３に示した。
【００６９】
（実施例６）
　実施例１で作成したブラジャー型インナーウエアを、放射線治療を受けている乳がん患
者３０名に対して医師の管理下で、放射線治療開始後から終了後1ヶ月間にわたって着用
してもらい、着用感とウエアの機能について評価した。評価対象患者は、胸壁に放射線療
法を行う原発性乳がん患者で術後照射・緩和照射を問わない方で、年齢は３４～７８歳で
平均年齢は５２歳であった。ウエアのサイズはＳ、Ｍ、Ｌの３種類を各１０着用意し、体
型と胸部のサイズに合わせて着用してもらった。
【００７０】
　結果は表４に示すとおり、全評価項目にわたって極めて高い評価が得られ、患者満足度
も非常に高かった。ここで着用試験に参加した患者は、通常は一般用のブラジャーを使用
しているが、放射線治療期間は放射線皮膚炎のために使用できず、本発明によるブラジャ
ー型インナーウエアがなければ適切な下着が利用できない状況である。したがって、本発
明のブラジャー型インナーウエアは、一般的ブラジャーとの機能上の比較における優位性
のみならず、放射線療養時の補完的インナーウエアとしての意義も有する。
【００７１】
（比較例１）
　３１０Ｔ弾性糸を４４Ｔナイロンでカバーリングした糸を用いて３２ゲージで編成して
丸編地を得た。該丸編地を精錬、染色した後、マングルで絞り１２０℃で乾燥処理した。
該編地の伸長率はタテ１５２％、ヨコ１２９％、目付は２２０ｇ／ｍ２であった。該丸編
地を使って乳房を覆う形の前身頃と後身頃を連続した形状の前中心線で分割しない頭から
かぶる型のブラジャー型インナーウエアを得た。該インナーウエアの乳房位置の内側には
本体と同素材でパッドを出し入れできるポケットを、前身頃と後身頃の下辺には２ｃｍ幅
の平ゴムベルトを縫着した。該ウエアを乳がん治療中の患者１名に着用させたところ、身
体に密着しないため塗り薬の上に貼ったリント布がずれてしまい、その上に着ていたブラ
ウスにまで汚れや塗り薬がしみ出てしまった。さらに、アンダーベルトが２ｃｍ幅の平ゴ
ムベルトであるためアンダーベルトのみがしめつけられ、その周辺の皮膚にかゆみがでた
。縫製品の物性評価結果を表２に、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付け感、
リント布のずれ性、防汚性などについて評価した結果を表３に示した。
【００７２】
（比較例２）
　アクリル３８％レーヨン２１％ポリエステル４１％の混紡糸を使い１６ゲージで編成し
て丸編地を得た。該丸編地を精錬、染色した後、マングルで絞り１２０℃で乾燥処理した
。
該編地の伸長率はタテ８８％、ヨコ１１８％、目付は１５６ｇ／ｍ２であった。該丸編地
を使ってタンクトップを縫製し、内側にウレタンフォームを用いたカップ部とナイロン１
００％のマーキゼットを土台布として縫い合わせて、底周辺には１ｃｍ幅の平ゴムベルト
を縫い付け、タンクトップの胸上辺に縫い付けた。該ウエアを乳がん治療中の患者１名に
着用させたところ、ウレタンフォームのカップが乳房に沿わず、乳房に治療用の塗り薬を
塗って、ガーゼ布で押さえたが、ずれるし、底周辺の平ゴムベルトが身体に食い込んで痛
かった。縫製品の物性評価結果を表２に、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付
け感、ガーゼ布のずれ性、防汚性などについて評価した結果を表３に示した。
【００７３】
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　３０番手の綿１００％の紡績糸を使い１６ゲージで編成して丸編地を得た。該丸編地を
精錬、染色した後、マングルで絞り乾燥処理した。該編地の伸長率はタテ３２％、ヨコ５
５％、目付は２１０ｇ／ｍ２であった。該丸編地を使ってタンクトップを縫製した。該ウ
エアを胸部に皮膚炎を有する患者１名に治療薬として塗り薬の上に貼ったリント布を身体
に巻き付け、その上に該ウエアを着用させたところ、リント布を固定することができず、
時間がたつに連れてずり落ちてきて、タンクトップに汚れがしみ出した。縫製品の物性評
価結果を表２に、縫製品を着用した時の肌触り、着用感、締め付け感、リント布のずれ性
、防汚性などについて評価した結果を表３に示した。
【００７４】
　実施例１と実施例５、および比較例１から３で評価を担当した乳がん患者および胸部皮
膚炎患者には、それぞれの衣料に対して独立して同じ基準で評価するよう要請し、評価結
果の相互比較の信頼性を保持した。
【００７５】

【表２】

【００７６】
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【表３】

【００７７】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明に係る衣料は、肌触りが良く、優れた着用快適性が求められるあらゆる衣料に適
用可能であり、特に皮膚炎を有する患者が使用する衣料に好適なものである。
【符号の説明】
【００７９】
１：ブラジャー型インナーウエアの前身頃
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２：ブラジャー型インナーウエアの後身頃
３：ブラジャー型インナーウエアのポケット
４：ブラジャー型インナーウエアのアンダーベルト
５：前開きカーデガン型上着
６：係止具
７：肩線
８：ブラジャー型インナーウエア
９：フットカバー
１０：フットカバー底面
１１：クッション材
１２：腹巻き
１３：腹巻きの縫い目

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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